
令和 3 年 10 月 

令和 3 年度 宗像市地域防災計画 新旧対照表 

旧 新 備考欄 

ﾍﾟｰｼﾞ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ 内容  

共通 防災企画課から危機管理課へ課名変更  

・防災企画課 

 

危機管理交通担当部長から危機管理担当部長へ職名変更 

防災企画課長から危機管理課長へ職名変更 

※機構改革に伴う修正 

・危機管理交通担当部長 

・防災企画課長 

 

 

令和３年５月２０日、避難情報の運用変更に伴う変更 

・避難準備・高齢者等避難開始 

・避難勧告 

・避難指示（緊急）（削除） 

・災害発生情報 

 

 

 

 

 

 

共通  

・危機管理課 

 

 

 

 

・危機管理担当部長 

・危機管理課長 

 

 

 

・高齢者等避難 

・避難指示（避難勧告と避難指示（緊急）を避難指示に一本化） 

 

・緊急安全確保 

機構改革に伴う修

正 

（変更） 

 

 

 

（変更） 

（変更） 

 

 

避難情報の変更 

（変更） 

（変更） 

（削除） 

（変更） 



総則

25 

第 3 節 第 1 自然的条件 2 気象 

■本市の気象（過去 10 箇年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■観測史上 1～5位の値（年間を通じての値）【宗像（福岡県）】 

 

 

 

 

 

 

総則

25 

第 3 節 第 1 自然的条件 2 気象 

■本市の気象（過去 10 箇年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■観測史上 1～5位の値（年間を通じての値）【宗像（福岡県）】 

 

最新の情報に更新

及び必要な情報の

整理 

（変更） 

（削除） 

 

総則

26 

第 3 節 第 1 自然的条件 2 気象 

■観測史上 1～5位の値（年間を通じての値）【宗像（福岡県）】 

 

 

 

 

 

総則

26 

第 3 節 第 1 自然的条件 2 気象 

■観測史上 1～5位の値（年間を通じての値）【宗像（福岡県）】 

 

 

 

 

 

最新の情報に更新 

（変更） 

 

 

 

 



第 3 節 第 2 社会的条件 1 人口 

本市の人口、世帯数（平成 29年 11月末日現在）は、97,245

人、42,062世帯である。 

人口は、増加傾向にあり（削除）10 万人に達しようとして

いるが、近年鈍化している。 

世帯数は、核家族化の進行のため、継続的に増加傾向にあ

る。 

65歳以上の老年人口（27,211人）は、全体の 28.0％を占め、

高齢化社会であることを示すとともに、今後も高齢化が進行

すると予想される。 

 

 

 

第 3 節 第 2 社会的条件 1 人口 

本市の人口、世帯数（令和 3年 5月末日現在）は、97,133人、

43,858 世帯である。 

人口は、10万人に達しようとしているが、近年鈍化している。 

世帯数は、核家族化の進行のため、継続的に増加傾向にある。 

65歳以上の老年人口（28,958人）は、全体の 29.8％を占め、

高齢化社会であることを示すとともに、今後も高齢化が進行す

ると予想される。 

 

 

 

 

 

 

最新の情報に更新 

（変更） 

（削除） 

総則

32 

第 4 節 第 2 災害危険性 1 風水害 

■風水害により被害を受ける可能性のある箇所 表中 

土砂災害 土砂災害（特別）警戒区域 

急傾斜地の崩壊の箇所数変更 

692(内 629)区域 

総則

32 

第 4 節 第 2 災害危険性 1 風水害                        

■風水害により被害を受ける可能性のある箇所 表中 

土砂災害 土砂災害（特別）警戒区域 

急傾斜地の崩壊の箇所数変更 

686(内 618)区域 

最新の情報に更新 

（変更） 

災害

予防

37 

第 3 節 第 3 避難体制の整備 1 避難勧告等の基準の明確化 

市は、原則として、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧

告、避難指示（緊急）の３段階に分けて避難措置を講ずるが、

それらの発令が的確に行えるよう、内閣府の「避難勧告等に

関するガイドライン」（平成 31 年 3 月）等を参考に、過去の

災害履歴や河川水位情報、気象に関する警報等の情報、土砂

災害警戒情報等の各種情報をふまえ、災害の種類や避難対象

地区ごとに客観的かつ明確な判断基準を定める。（略） 

災害

予防

37 

第 3 節 第 3 避難体制の整備 1 避難指示等の基準の明確化 

市は、原則として、高齢者等避難、避難指示の２段階に分け

て避難措置を講ずるが、それらの発令が的確に行えるよう、内

閣府の「避難情報に関するガイドライン」（令和 3 年 5 月）等

を参考に、過去の災害履歴や河川水位情報、気象に関する警報

等の情報、土砂災害警戒情報等の各種情報をふまえ、災害の種

類や避難対象地区ごとに客観的かつ明確な判断基準を定める。

（略） 

避難情報の変更 

（変更） 

 



風水

応急

2 

第 1 節 第 1 職員の動員配備 1 配備の基準 

■配備基準【風水害】 

表下の注釈※3 一部削除 

※3 交通対策課職員は、総務対策班の指揮下に、大島診療所

職員は、健康福祉班の指揮下に入る。ただし、被災状況によって

は、統括部の指示により、それぞれ大島・地島全般の応急対応を

支援する。 

 

風水 

応急

2 

第 1 節 第 1 職員の動員配備 1 配備の基準 

■配備基準【風水害】 

表下の注釈※3 一部削除 

※3 大島診療所職員は、健康福祉班の指揮下に入る。ただし、被

災状況によっては、統括部の指示により、大島・地島全般の応急対

応を支援する。 

 

機構改革に伴う変

更 

（削除） 

 

 

 

 

風水

応急

8 

第 1 節 第 4 災害対策本部の運営 2 災害対策本部の組織等  

■宗像市災害対策本部の組織構成図（令和 3年 1月 29日現在） 

〔対策本部会議〕 

・都市建設部長（削除） 

 

 

〔対策部・班名（班長）〕 

・（都市建設部長）（削除） 

 

〔平常時部局〕 

・（都市建設部長）（削除） 

 

 

〔平常時課室等欄〕 

・交通対策課（削除） 

・文化財課（削除） 

 

風水 

応急

8 

第 1 節 第 4 災害対策本部の運営 2 災害対策本部の組織等 

■宗像市災害対策本部の組織構成図（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

〔対策本部会議〕 

・都市整備部長（追加） 

・都市再生部長（追加） 

 

〔対策部・班名（班長）〕 

・（都市整備部長）（追加） 

・都市再生部長（追加） 

〔平常時部局〕 

・（都市整備部長）（追加） 

・都市再生部長（追加） 

 

〔平常時課室等欄〕 

・デジタル化推進室（追加） 

・ふるさと寄附推進室（追加） 

・都市計画課（主管課）（都市建設部から都市整備部） 

機構改革に伴う修

正 

 

（変更） 

 

 

 



 ・維持管理課（都市建設部から都市整備部） 

・都市整備部（都市建設部から都市整備部） 

・下水道課（都市建設部から都市整備部） 

・都市再生課（主管課）（主管課追加、都市建設部から都市再

生部） 

・建築課（都市建設部から都市再生部） 

・新型コロナウイルスワクチン接種推進室（追加） 

・元気な島づくり課（追加） 

・世界遺産課（市民協働環境部から教育子ども部） 

風水

応急

10 

第 1 節 第 4 災害対策本部の運営 5 分掌事務 

宗像市災害対策本部の事務分担表 

〔所属欄〕 

・交通対策課（削除） 

 

〔分担作業〕 

・総務対策班 

20）渡船の運航管理、ふれあいバスの運行管理（削除） 

21）宗像地区事務組合との連絡調整 

22）所管施設の被害調査、応急対応 

23）市庁舎、通信施設保全管理・復旧 

24）公共施設等の利用調整 

25）公用車等の確保・配車 

26）応急対策に係る財政措置 

27）行方不明者名簿の作成 

 

風水 

応急

10 

第 1 節 第 4 災害対策本部の運営 5 分掌事務 

宗像市災害対策本部の事務分担表 

〔所属欄〕 

・デジタル化推進室（追加） 

・ふるさと寄附推進室（追加） 

〔分担作業〕 

・総務対策班 

分担作業の 20）削除により 21）以降番号繰り上げ 

・20）宗像地区事務組合との連絡調整 

・21）所管施設の被害調査、応急対応 

・22）市庁舎、通信施設保全管理・復旧 

・23）公共施設等の利用調整 

・24）公用車等の確保・配車 

・25）応急対策に係る財政措置 

・26）行方不明者名簿の作成 

 

機構改革に伴う修

正 

（変更） 



風水

応急

11 

第 1 節 第 4 災害対策本部の運営 5 分掌事務 

宗像市災害対策本部の事務分担表 

〔所属欄〕 

・都市建設部（削除） 

 

 

 

 

 

 

〔分担作業〕 

・市民対策班 

 9）世界遺産関連資産の状況確認（削除） 

・産業班 

5）離島地域の情報収集 

6）離島地域に関する対策本部との調整 

7）離島地域の援護対策 

 

風水 

応急

11 

第 1 節 第 4 災害対策本部の運営 5 分掌事務 

宗像市災害対策本部の事務分担表 

〔所属欄〕 

・都市整備部（追加） 

・都市再生部（追加） 

・都市再生課（主管課追加） 

・新型コロナウイルスワクチン接種推進室（追加） 

・元気な島づくり課（追加） 

・世界遺産課（市民協働環境部から教育子ども部） 

 

〔分担作業〕 

・産業班 

5）渡船の運航管理（追加） 

6）離島地域の情報収集 

7）離島地域に関する対策本部との調整 

8）離島地域の援護対策 

・教育子ども部 

6）世界遺産関連資産の状況確認（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

機構改革に伴う修

正 

（変更） 



風水

応急

22 

第 2 節 第 3 風水害、土砂災害の警戒活動 1 水害の警戒活動 

 (1) 警戒本部体制 

■市内警戒河川における水位区分と避難基準（削除） 

 

風水 

応急

22 

第 2 節 第 3 風水害、土砂災害の警戒活動 1 水害の警戒活動 

 (1) 警戒本部体制 

■市内警戒河川における水位区分と避難基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難情報の変更 

（削除） 

※避難勧告と避難

指示（緊急）が情

報一本化されたこ

とにより避難指示

（緊急）に係る箇

所を削除 

風水 

応急

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 節 第 1 避難救助法の適用申請 2 災害救助法の適用基準 

災害救助法は、市町村からの被害情報に基づき、都道府県

が適用する。 

災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第 1 条第 1 項

第 1～4 号の規定による。 

本市における具体的適用は、次のいずれか 1 つに該当する

場合である。 

 

 

 

 

 

 

 

風水 

応急

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 節 第 1 避難救助法の適用申請 2 災害救助法の適用基準 

災害救助法は、市町村からの被害情報に基づき、都道府県が

適用する。 

国の災害対策本部が設置された時は、災害が発生する前段階

であっても、災害救助法を適用することができる。（追加） 

災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第 1条第 1項第

1～4号の規定による。 

本市における具体的適用は、次のいずれか 1つに該当する場

合である。 

 

 

 

 

 

災害救助法の改正 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



風水

応急

44 

第 6 節 第 1 避難勧告等 １避難勧告等の発令権者 

市長は、今後、避難勧告や避難指示（緊急）の発令が予想

されるときに、避難を要する地区の住民に対し避難準備を呼

びかけるとともに、要配慮者、特に避難行動要支援者が迅速

に避難できるよう、「避難準備・高齢者等避難開始」（警戒レ

ベル３）を発令する。また、災害対策基本法第 60条に基づき、

災害が発生するおそれのあるときに、避難を要する地区の住

民に対し「避難勧告」（警戒レベル４）を発令する。また、災

害が発生する恐れがきわめて高い状況等で、緊急的又は重ね

て避難を促す場合には「避難指示（緊急）」（警戒レベル４）

を発令する。 

 

風水

応急

44 

第 6 節 第 1 避難指示等 １避難指示等の発令権者 

市長は、今後、避難指示の発令が予想されるときに、避難を

要する地区の住民に対し避難準備を呼びかけるとともに、要配

慮者、特に避難行動要支援者が迅速に避難できるよう、「高齢

者等避難」（警戒レベル３）を発令する。また、災害対策基本

法第 60 条に基づき、災害が発生するおそれのあるときに、避

難を要する地区の住民に対し「避難指示」（警戒レベル４）を

発令する。 

 

 

避難情報の変更 

（削除） 

※避難勧告と避難

指示（緊急）が情

報一本化されたこ

とにより避難指示

（緊急）に係る 

風水

応急

47 

第 6 節 第 1 避難勧告等 2 避難勧告等の区分 

■避難勧告等の区分（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風水

応急

46 

第 6 節 第 1 避難指示等 2 避難指示等の区分 

 

避難情報の変更 

（削除） 

※避難勧告と避難

指示（緊急）が情

報一本化されたこ

とにより避難指示

（緊急）に係る箇

所を削除 

 

 



風水

応急

48 

第 6 節 第 1 避難勧告等 3 避難勧告等の基準 

■避難勧告等の発令基準（削除） 

 

 

 

 

 

風水

応急

49 

第 6 節 第 1 避難指示等 3 避難指示等の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難情報の変更 

（削除） 

※避難勧告と避難

指示（緊急）が情

報一本化されたこ

とにより避難指示

（緊急）に係る箇

所を削除 

震災

応急

9 

第 1 節 第 4 災害対策本部の運営 2 災害対策本部の組織等  

■宗像市災害対策本部の組織構成図（令和 3年 1月 29日現在） 

〔対策本部会議〕 

・都市建設部長（削除） 

 

 

〔対策部・班名（班長）〕 

・（都市建設部長）（削除） 

 

〔平常時部局〕 

・（都市建設部長）（削除） 

 

 

震災

応急

9 

第 1 節 第 4 災害対策本部の運営 2 災害対策本部の組織等 

■宗像市災害対策本部の組織構成図（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

〔対策本部会議〕 

・都市整備部長（追加） 

・都市再生部長（追加） 

 

〔対策部・班名（班長）〕 

・（都市整備部長）（追加） 

・都市再生部長（追加） 

〔平常時部局〕 

・（都市整備部長）（追加） 

・都市再生部長（追加） 

 

機構改革に伴う修

正 

 

（変更） 

 

 

 



〔平常時課室等欄〕 

・交通対策課（削除） 

・文化財課（削除） 

 

 

〔平常時課室等欄〕 

・デジタル化推進室（追加） 

・ふるさと寄附推進室（追加） 

・都市計画課（主管課）（都市建設部から都市整備部） 

・維持管理課（都市建設部から都市整備部） 

・都市整備部（都市建設部から都市整備部） 

・下水道課（都市建設部から都市整備部） 

・都市再生課（主管課）（主管課追加、都市建設部から都市再生部） 

・建築課（都市建設部から都市再生部） 

・新型コロナウイルスワクチン接種推進室（追加） 

・元気な島づくり課（追加） 

・世界遺産課（市民協働環境部から教育子ども部） 

震災

応急

11 

第 1 節 第 4 災害対策本部の運営 5 分掌事務 

宗像市災害対策本部の事務分担表 

〔所属欄〕 

・交通対策課（削除） 

 

〔分担作業〕 

・20）渡船の運航管理、ふれあいバスの運行管理（削除） 

・21）宗像地区事務組合との連絡調整 

・22）所管施設の被害調査、応急対応 

・23）市庁舎、通信施設保全管理・復旧 

・24）公共施設等の利用調整 

・25）公用車等の確保・配車 

・26）応急対策に係る財政措置 

震災

応急

11 

第 1 節 第 4 災害対策本部の運営 5 分掌事務 

宗像市災害対策本部の事務分担表 

〔所属欄〕 

・デジタル化推進室（追加） 

・ふるさと寄附推進室（追加） 

〔分担作業〕 

分担作業の 20）削除により 21）以降番号繰り上げ 

・20）宗像地区事務組合との連絡調整 

・21）所管施設の被害調査、応急対応 

・22）市庁舎、通信施設保全管理・復旧 

・23）公共施設等の利用調整 

・24）公用車等の確保・配車 

・25）応急対策に係る財政措置 

機構改革に伴う修

正 

（変更） 



震災

応急
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第 1 節 第 4 災害対策本部の運営 5 分掌事務 

宗像市災害対策本部の事務分担表 

〔所属欄〕 

・都市建設部（削除） 

 

 

 

 

 

 

〔分担作業〕 

・市民対策班 

9）世界遺産関連資産の状況確認（削除） 

・産業班 

5）離島地域の情報収集 

6）離島地域に関する対策本部との調整 

7）離島地域の援護対策 

 

震災

応急

12 

第 1 節 第 4 災害対策本部の運営 5 分掌事務 

宗像市災害対策本部の事務分担表 

〔所属欄〕 

・都市整備部（追加） 

・都市再生部（追加） 

・都市再生課（主管課追加） 

・新型コロナウイルスワクチン接種推進室（追加） 

・元気な島づくり課（追加） 

・世界遺産課（市民協働環境部から教育子ども部） 

 

〔分担作業〕 

・産業班 

5）渡船の運航管理（追加） 

6）離島地域の情報収集 

7）離島地域に関する対策本部との調整 

8）離島地域の援護対策 

・教育子ども部 

6）世界遺産関連資産の状況確認（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

機構改革に伴う修

正 

（変更） 



震災

応急
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第 6 節 第 1 避難勧告等 1 避難勧告等の発令権者 

市長は、災害対策基本法第 60 条に基づき、災害が発生し

又は発生のおそれのあるときに、避難を要する地区の住民に

対し「避難勧告」を発令し、事態が切迫し、急を要するとき

は「避難指示（緊急）」を発令する。（略） 

 

震災

応急
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第 6 節 第 1 避難指示等 1 避難指示等の発令権者 

市長は、災害対策基本法第 60 条に基づき、災害が発生し又は

発生のおそれのあるときに、避難を要する地区の住民に対し

「避難指示」を発令する。（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難情報の変更 

（削除） 

（変更） 

※避難勧告と避難

指示（緊急）が情

報一本化されたこ

とにより避難指示

（緊急）に係る箇

所を削除 

震災

応急

32 

第 6 節 第 1 避難勧告等 2 避難勧告等の区分 

■避難勧告等の区分（削除） 
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第 6 節 第 1 避難指示等 2 避難指示等の区分 

■避難指示等の区分 

避難情報の変更 

（削除） 

※避難勧告と避難

指示（緊急）が情

報一本化されたこ

とにより避難指示

（緊急）に係る箇

所を削除 
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32 

第 6 節 第 1 避難勧告等 3 避難勧告等の基準 

■避難勧告等の発令基準（削除） 
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第 6 節 第 1 避難指示等 3 避難指示等の基準 

■避難指示等の発令基準 

 

 

 

 

 

 

 

避難情報の変更 

（削除） 

※避難勧告と避難

指示（緊急）が情

報一本化されたこ

とにより避難指示

（緊急）に係る箇

所を削除 

 


